
平成２２年度 第６回人事委員会会議結果

１ 開催日時

平成２２年７月２日（金）午前１０時～午前１１時

２ 開催場所

人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階）

３ 出 席 者

【人事委員】

委 員 長 曽 我 紀 厚

委 員 髙 橋 敬 一

委 員 佐 蔵 絢 子

【事務局職員】

事務局長 西 山 秀 雄 次 長 加 賀 田 啓

任用課長 西 尾 孝 之 給与課長 稲 田 将

副 主 幹 懸 樋 順 一 副 主 幹 新 高 謙 一

副 主 幹 川 口 豊 長

【傍 聴 者】 なし

４ 議 題

議案第１号 平成２２年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）の第１次試験合格者の決定に

ついて

議案第２号 平成２２年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の実施につい

て

議案第３号 平成２２年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の実施について

議案第４号 平成２２年度鳥取県職員採用試験（身体障がい者対象・高校卒業程度）の実施に

ついて

議案第５号 平成２２年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）【保健師（警察職員）】の実施

について

議案第６号 選考により採用することができる職に係る承認について

報告第１号 平成２２年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ）の採用候補者について

５ 会議の公開・非公開

議案第１号及び報告第１号を非公開とした。

６ 議 事



（１）議案第１号

平成２２年度鳥取県職員採用試験（民間企業等経験者対象）の実施について、事務局が説明し、

原案のとおり決定した。

【説 明】

① 実施結果

ア 受験者数等

職 種

公告時採用

予定者数

（A）

申込者数

（B）

第１次試験

受験者数

(C)

第１次試験

合格者数
受験率

（C / B）

受験

競争率

（C / A）

名程度 名 名 名 ％ 倍

事務（一般コース） １８ ５７４（２０８） ３９３（１４２） ４８（１２） ６８．５ ２１．８

事務（環境コース） １ １８（ ５） １０（ ４） ０（ ０） ５５．６ １０．０

総合化学（一般コース） ２ ５３（ １５） ４３（ １１） ７（ １） ８１．１ ２１．５

総合化学（食品化学コース） ３ １０（ ６） ９（ ６） ７（ ４） ９０．０ ３．０

農業 ７ ５９（ ２１） ３８（ １６） １６（ ６） ６４．４ ５．４

林業 ２ １５（ ６） １１（ ５） ６（ ３） ７３．３ ５．５

水産 １ １５（ １） １２（ １） ４（ １） ８０．０ １２．０

土木 １７ ８３（ １０） ６５（ ７） ３８（ ５） ７８．３ ３．８

社会福祉（福祉コース） ３ ４４（ ２５） ３７（ ２２） ８（ ４） ８４．１ １２．３

社会福祉（心理コース） ２ １５（ １４） １３（ １２） ６（ ５） ８６．７ ６．５

獣医師 ８ １０（ ７） １０（ ７） １０（ ７） １００．０ １．３

薬剤師 ３ ８（ ４） ７（ ３） ７（ ３） ８７．５ ２．３

計 ６７ ９０４（３２２） ６４８（２３６） １５７（５１） ７１．７ ９．７

※ 表中の（ ）は女性の内数。

イ 合格者決定資料 別添のとおり

② 試験日程

試 験 日 ６月２７日（日）

試 験 会 場

鳥取会場：鳥取大学共通教育棟

米子会場：鳥取大学医学部講義・実習棟

東京会場：国士舘大学世田谷校舎６号館

大阪会場：大阪経済大学 B 館

試 験 種 目
教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、論文試験、適性

検査

第
１
次
試
験

合格者発表日 ７月２日（金）

試 験 日
７月２６日（月）～８月９日（月）のうち指定する１日（予定)

（ただし、土日を除く）

試 験 会 場 県庁会議室

試 験 種 目 人物試験（集団討論及び個別面接）

第
２
次
試
験

採用候補者発表日 ８月１９日（木）（予定）

（２）議案第２号



平成２２年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の実施について、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 試験の概要

ア 募集職種・採用予定者数

職 種 採用予定者数

一般事務 ５名程度

警察事務 ５名程度

保育士 ５名程度

計 １５名程度

イ 受験資格

（ア）年齢等

一 般 事 務：平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した人又は平成

２３年３月３１日までに卒業する見込みの人（人事委員会が同等の資格が

あると認める人を含む。）を除く。

警 察 事 務：昭和６２年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

保 育 士：昭和５０年４月２日以降に生まれた人

（イ）免許等

保 育 士：児童福祉法第１８条の１８第１項に規定する保育士の登録を受けた人又は

平成２３年５月３１日までに当該登録を受ける見込みの人

（ウ）国籍

日本国籍を有しない人は就職活動に制限のない在留資格を取得しているか、平成２３年３

月３１日までに取得見込みであれば受験可能。ただし、警察事務は日本国籍が必要。

ウ 試験日程

受 付 期 間
８月６日（金）～８月２３日（月）（消印有効）

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：８月６日（金）午前０時～８月２３日（月）午後１２時）

試 験 日 ９月２６日（日）

試 験 会 場
鳥取会場：鳥取大学共通教育棟

米子会場：鳥取大学医学部講義・実習棟

試 験 種 目

一般事務

教養試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査

警察事務

教養試験（多肢選択式）、作文試験

保育士

教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、作文試験、

適性検査

第
１
次
試
験

合 格 者 発 表 日 １０月１日（金）（予定）

第
２
次
試

験試 験 日

一般事務及び保育士

１０月中旬～下旬（予定)

警察事務

１１月８日（月）（予定）



試 験 会 場

一般事務及び保育士

県庁会議室

警察事務

県警察本部庁舎会議室

試 験 種 目

一般事務及び保育士

人物試験（集団討論及び個別面接）

警察事務

人物試験（個別面接）、適性検査、身体検査

採用候補者発表日 １１月下旬（予定）

※ 警察事務の第２次試験は、警察本部に委任して実施。

（３）議案第３号

平成２２年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の実施について、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 試験の概要

ア 本年度の試験の特徴点

年齢要件の上限を、試験年度の４月１日を基準として「３０歳未満」から「３３歳未満」に引

き上げる。

イ 試験区分・採用予定者数

区 分 採用予定者数

警察官（男性） ２９名程度

警察官（女性） ２名程度

計 ３１名程度

ウ 受験資格

（ア）年齢及び学歴要件

昭和５２年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人。ただし、学校教育法による

大学（短期大学を除く。）若しくはこれに準ずる学校を卒業した人又は平成２３年３月３１日

までに卒業する見込みの人を除く。

（イ）国籍要件

日本国籍を有していること。

エ 試験日程

受 付 期 間
８月６日（金）～２３日（月）（消印有効）

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：８月６日(金)午前０時～２３日(月)午後１２時）

試 験 日 ９月１９日（日）

試 験 会 場
鳥取会場：鳥取大学共通教育棟

米子会場：米子コンベンションセンター

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、作文試験

第
１
次
試
験

合格者発表日 １０月１日（金）（予定）
第
２

次
試験試 験 日 １１月１日（月）、２日（火）（予定)



試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室、県庁会議室、県警察学校

試 験 種 目 人物試験（個別面接）、適性検査、身体検査、体力検査

採用候補者発表日 １１月３０日（火）（予定）

※第２次試験は、警察本部に委任して実施。

（４）議案第４号

平成２２年度鳥取県職員採用試験（身体障がい者対象・高校卒業程度）の実施について、事務

局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 試験の概要

ア 試験の趣旨

障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に基づき、身体障がい者の雇用の促進を図るため。

イ 本年度の試験の特徴点

第２次試験で実施していた適性検査を第１次試験日に実施し、第２次試験の人物試験の参考と

して使用する。（第１次試合格者のみ判定する。）

ウ 募集職種・採用予定者数

職 種 採用予定者数

一般事務 ２名程度

エ 受験対象者

（ア）身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から４級までの人。

（イ）介護者なしに職務の遂行が可能な人

（ウ）活字印刷文による出題に対応できる人

オ 受験資格

（ア）年齢及び学歴要件

昭和５０年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人

（イ）国籍要件

日本国籍を有しない人は就職に制限のない在留資格を取得しているか、平成２３年３月３１日

までに取得見込みであれば受験可能。

カ 試験日程

受 付 期 間
８月６日（金）～２３日（月）（消印有効）

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：８月６日(金)午前０時～２３日(月)午後１２時）

試 験 日 ９月１９日（日）

試 験 会 場
鳥取会場：鳥取大学共通教育棟

米子会場：米子コンベンションセンター会議室

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、適性検査

第
１
次
試
験

合格者発表日 １０月１日（金）（予定）

試 験 日 １０月中旬～下旬（予定)
第
２
次
試

験
試 験 会 場 県庁会議室



試 験 種 目 作文試験、人物試験（個別面接）

採用候補者発表日 １１月下旬（予定）

【質 疑】

委 員

障害者支援法の法律では、「害」の字は漢字であるが、試験名称の障がい者の「がい」の表記の取

扱についてどういうきまりにしているのか。

事務局

鳥取県では公用で表記する場合はひらがなを使うと県庁の中で申し合わせている。当然、法律を引

用根拠とする場合などは法律の名称となるので漢字の「害」を使うこととなる。

（５）議案第５号

平成２２年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度）【保健師（警察職員）】の実施について、事

務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 試験の概要

ア 募集職種・採用予定者数

職 種 採用予定者数

保健師（警察職員） １名程度

イ 受験資格

（ア）年齢

昭和５０年４月２日以降に生まれた人

（イ）免許

保健師助産師看護師法第７条に規定する保健師の免許を有する人又は平成２３年３月３１日

までに行われる国家試験により当該免許を取得する見込みの人

（ウ）国籍

日本国籍が必要

ウ 試験日程

受 付 期 間
８月６日（金）～８月２３日（月）（消印有効）

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：８月６日（金）午前０時～８月２３日（月）午後１２時）

試 験 日 ９月１９日（日）

試 験 会 場 鳥取大学共通教育棟

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）及び専門試験（多肢選択式）

第
１
次
試
験合 格 者 発 表 日 １０月７日（木）（予定）

試 験 日 １０月２９日（金）（予定）

試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室

試 験 種 目 論文試験、人物試験（個別面接）、適性検査及び身体検査

第
２
次
試
験

採用候補者発表日 １１月３０日（火）

※ 第２次試験は、警察本部に委任して実施。



（６）議案第６号

選考により採用することができる職に係る承認について、事務局が説明し、原案のとおり承認

することに決定した。

【説 明】

職員の任用に関する規則第１９条第２項の規定に基づく選考職の採用について、鳥取県教育委員会

から申請があったもの。

① 船舶乗組員（無線部）

ア 申請のあった職

船舶乗組員（無線部） １名

イ 採用予定日

平成２３年４月１日

ウ 申請理由

境港総合技術高等学校所属の海洋練習船「若鳥丸」の通信長の辞職による欠員について、こ

の船を運航するために法令上必要とされる有資格者を補充する必要があり、採用者の確保が必

要である。

エ 選定方法

教育委員会において採用試験を実施

試験内容

・教養試験：公務員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験

・専門試験：専門的知識についての筆記試験（通信工学、法規に関する科目）

・面接試験：人物及び知識についての口述試験

・適性検査：ＹＧ性格検査

受験資格

・昭和２６年４月２日以降生まれの者（平成２３年４月１日時点で満５９歳以下の者）

・次のいずれの要件も満たす者（平成２３年３月３１日までに取得する見込みの者を含む。）

ａ船舶職員及び小型船舶操縦者法第５条に規定する四級以上の海技士（電子通信）の免許を

有すること。

ｂ電波法第４０条に規定する第一級若しくは第二級の総合無線通信士又は第一級から第三級

までのいずれかの海上無線通信士の資格を有すること。

オ 人事委員会の判断

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要

するもの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。

② 船舶乗組員（甲板部）

ア 申請のあった職

船舶乗組員（甲板部） １名

イ 採用予定日



平成２３年４月１日

ウ 申請理由

境港総合技術高等学校所属の海洋練習船「若鳥丸」の一等航海士の定年退職により甲板部の

職員に欠員が生ずるため、この欠員について業務に必要な経験や知識を有する者を補充する必

要があり、採用者の確保が必要である。

エ 選定方法

教育委員会において採用試験を実施

試験内容

・教養試験：公務員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験

・専門試験：専門的知識についての筆記試験（航海、運用、法規に関する科目）

・面接試験：人物及び知識についての口述試験

・適性検査：ＹＧ性格検査

受験資格

・昭和２６年４月２日以降生まれの者（平成２３年４月１日時点で満５９歳以下の者）

・次の要件を満たす者（平成２３年３月３１日までに取得する見込みの者を含む。）

船舶職員及び小型船舶操縦者法第５条に規定する四級以上の海技士（航海）の免許を有す

ること。ただし、国家試験の筆記試験のみ合格した者及び登録船舶職員養成施設の課程を

修了し国家試験の筆記試験を免除された者（修了する見込みの者を含む。）を含む。

オ 人事委員会の判断

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要

するもの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。

③ 船舶乗組員（機関部）

ア 申請のあった職

船舶乗組員（機関部） １名

イ 採用予定日

平成２３年４月１日

ウ 申請理由

境港総合技術高等学校所属の海洋練習船「若鳥丸」の操機長の定年退職により機関部の職員

に欠員が生ずるため、この欠員について業務に必要な経験や知識を有する者を補充する必要が

あり、採用者の確保が必要である。

エ 選定方法

教育委員会において採用試験を実施

試験内容

・教養試験：公務員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験

・専門試験：専門的知識についての筆記試験（機関、執務一般に関する科目）

・面接試験：人物及び知識についての口述試験

・適性検査：ＹＧ性格検査

受験資格

・昭和２６年４月２日以降生まれの者（平成２３年４月１日時点で満５９歳以下の者）



・次の要件を満たす者（平成２３年３月３１日までに取得する見込みの者を含む。）

船舶職員及び小型船舶操縦者法第５条に規定する四級以上の海技士（航海）の免許を有す

ること。ただし、国家試験の筆記試験のみ合格した者及び登録船舶職員養成施設の課程を

修了し国家試験の筆記試験を免除された者（修了する見込みの者を含む。）を含む。

オ 人事委員会の判断

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要

するもの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。

【質 疑】

委 員

５９歳まで受験できるということは、この職について定年は何歳なのか。

事務局

６０歳まで。採用選考の場合は年齢制限をつけることは適当でないとされ、本年実施の民間企業等

経験者採用でも５９歳までとしている。定年の年齢の人を採用する訳にいかないから１年でもよいと

して５９歳までを対象としている。実際に採用する段階では、どこまで活躍してもらえるのかという

あたりを面接で考慮する。

（７）報告第１号

平成２２年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ）の採用候補者について、事務局が説明した。

【説 明】

第２次試験は警察本部が実施した。本日発表予定である。

① 実施結果
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6.1

1.0

区 分
受 験

予定者数 受験者数 合格者数 受験者数 候補者数 競争率

警察官（女性）

警察官（男性）

（Ａ）

名程度

44

4

名

222 194

名

合 計

警察官（男性）
〈武道/柔道〉

警察官（男性）
〈武道/剣道〉

名

公告時採用 採 用
申込者数

第１次試験 第１次試験 第２次試験

（Ｂ） （Ａ/Ｂ）

52 15

162



７ 次回の人事委員会の開催

平成２２年７月１６日（金）午後４時から開催することとした。

② 試験日程

※第２次試験は、警察本部に委任して実施。

人物試験（集団討論及び個別面接）、適性検査、身体検査、体力検査、

実技（武道受験者のみ）

６月７日（月）～９日（水）

鳥取会場：県警察本部庁舎会議室

米子会場：西部総合事務所講堂

県警察本部庁舎会議室、県庁会議室、県警察学校

第
１
次
試
験

試 験 日 ５月９日（日）

７月２日（金）

試 験 会 場

試 験 種 目

合格者発表日

教養試験（多肢選択式）、論文試験

５月１４日（金）

第
２
次
試
験

試 験 日

試 験 会 場

試 験 種 目

採用候補者発表日


